
           大阪市社会福祉研修・情報センターから受講者募集のお知らせ (運営主体:大阪市社会福祉協議会)  

◆提供していただきました個人情報につきましては、名簿の作成、資料の送付等研修事業の運営のためにのみ使用し、他の目的で使用したり、第三者へ提供

することはありません。 

 

    社会福祉講演会(第３回)    

  
 

 

 

 

 
   

平成２６年３月１１日(火) 午後２時～４時（受付 1時 30分～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆対 象 者   大阪市内の社会福祉関係事業所に勤務する方や 

大阪市内在住・在勤・在学の方 

◆募集人数  100人（先着順）                    

◆申込方法   ＦＡＸまたはホームページからお申し込みください 

◆申込締切   3月 4日 (火)  
※申し込まれた方は、当日開始時間の 5分前までに、 

直接、会場にお越しください。 

（定員を超過し、参加できない場合のみご連絡いたします） 

◆会   場  大阪市社会福祉研修・情報センター大会議室(5階) 

◆主催・申込・問合せ先 

      大阪市社会福祉研修・情報センター 

      〒557-0024 大阪市西成区出城 2-5-20 

      TEL（06）4392-8201  FAX（06）4392-8272   
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備考欄 

車いす使用の方、拡大文字資料・手話通訳・要約筆記が必要な方は 3 週間前迄にお申し込みください。 

 

社会に深く根付く貧困や経済格差が、子どもたちに深刻な影響をもたらしています。 

仕事がない、長時間労働、地域とのつながりがない、相談できる相手がいない…。親が生活に追われ

余裕を失うことが、時には子どもへの虐待を引き起こし、そして虐待によってこころに傷を負った子ど

もたちが、非行やいじめにつながっていく場合があるのです。  

貧困問題から生まれる子どものこころの貧しさ、さらには虐待や非行などの問題について考えます。 

（交通のご案内）●市バス「長橋 2 丁目」バス停すぐ 

●ＪＲ環状線・大和路線「今宮」駅（西出口）から徒歩 10 分  

●地下鉄四つ橋線「花園町」駅（2 号出口）から徒歩 15 分  

◆講師プロフィール◆ 

名古屋大学教育学部卒業後、家庭裁判所

調査官補として採用され、家庭裁判所調査

官として、名古屋、大津、福岡、大阪、静岡、

和歌山に勤務。武庫川女子大学大学院臨床

教育研究科修士課程を修了し、現職。 

大阪市社会福祉審議会委員、子どもの虹

情報研修センター企画評価委員、日本子ど

も虐待防止学会評議員など。 

≪社会福祉講演会 申込書≫  FAX ０６－４３９２－８２７２（切取らずにこのままＦＡＸでお送りください） 

 

無料 


